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(57)【要約】
【課題】表裏の判定が容易で、プリンタ等の画像記録装
置やシャウカステンへの誤装填の恐れがない医療画像記
録用等の感熱記録シートを提供する。
【解決手段】四角形状の透明フィルムの一面に、ロイコ
染料および呈色剤を含有する感熱記録層と、水性樹脂を
主成分とする保護層とが設けられた感熱記録シートにお
いて、その四隅に、少なくとも１つの着目コーナー部１
ａを含む４つのコーナー部１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄが設
けられる。コーナー部１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄは、それ
ぞれ、５ｍｍ以上の曲率半径の端縁を有し、かつ、着目
コーナー部１ａの端縁が実質的に最大曲率半径または最
小曲率半径を有している。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
感熱記録面と裏面とを有する感熱記録シートであり、四角形状の透明フィルムの前記感熱
記録面に、ロイコ染料および呈色剤を含有する感熱記録層と、水性樹脂を主成分とする保
護層とが設けられた感熱記録シートにおいて、
前記シートの四隅に、４つのコーナー部が設けられ、前記コーナー部は、１つの着目コー
ナー部と、残りの同一形状の、前記着目コーナー部以外のコーナー部とからなり、それぞ
れ、５ｍｍ以上の曲率半径の端縁を有し、かつ、前記着目コーナー部の端縁の曲率半径は
、前記着目コーナー部以外のコーナー部の端縁の曲率半径より大きいか、または、前記着
目コーナー部以外のコーナー部の端縁の曲率半径より小さくなっており、前記シートの前
記４つのコーナー部における前記着目コーナー部の位置に応じて、前記感熱記録面と前記
裏面とが区別されることを特徴とする感熱記録シート。
【請求項２】
前記着目コーナー部の端縁の最大曲率半径（Ｒmax）の、前記着目コーナー部以外のコー
ナー部の端縁の前記曲率半径（Ｒ）に対する比（Ｒmax／Ｒ）が２以上であることを特徴
とする請求項１に記載の感熱記録シート。
【請求項３】
前記着目コーナー部の端縁は、１／４円未満の円弧からなり、前記着目コーナー部以外の
コーナー部の端縁は、１／４円の円弧からなっていることを特徴とする請求項１に記載の
感熱記録シート。
【請求項４】
前記コーナー部の端縁は、それぞれ、前記感熱記録シートの本体部分の直線状端縁と実質
上滑らかに接続していることを特徴とする請求項１に記載の感熱記録シート。
【請求項５】
前記着目コーナー部の位置により前記感熱記録シートの表裏の表示を示す注意表示をさら
に有していることを特徴とする請求項１に記載の感熱記録シート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ロイコ染料と呈色剤との発色反応を利用した感熱記録シートに関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　ロイコ染料と呈色剤との発色反応を利用した感熱記録シートは、比較的安価であり、ま
たこの感熱記録シートに対する記録機器がコンパクトでかつその保守も容易であるため、
ファクシミリの記録媒体やワードプロセッサーおよびコンピュータ用プリンタの記録媒体
として、広範囲に使用されている。
　そして、最近では、医療用レントゲン写真に代表される医療画像記録用銀塩フィルムに
代わる記録媒体として、透明性および記録画質に優れた感熱記録シートが使用されるよう
になってきている。
【０００３】
　従来の医療画像記録用銀塩フィルムにおいては、暗室内での取扱いに際し、フィルムの
表裏および左右の判定を容易かつ確実にするため、フィルムの特定箇所にノッチが設けら
れている（特許文献１参照）。
　感熱記録シートの場合も同様に、その透明性が上がるにつれて記録面と裏面との区別が
つきにくくなる。感熱記録シートに画像記録を行う場合には、一般に、プリンタ等の画像
記録装置が用いられ、感熱記録シートが画像記録装置に備えられたシート集積部に装填さ
れる。ところが、この場合、感熱記録シートの記録面と裏面の区別が付きにくいと、感熱
記録シートの画像記録装置への装填作業が面倒であり、またシートの誤装填が生じやすく
なる。
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【０００４】
　また、画像記録装置を用いて感熱記録シートに画像記録を行う場合、画像記録装置のシ
ート集積部には、多数の感熱記録シートを確実にセットしておく必要があるため、通常は
感熱記録シートパックとして、包材と一体化された感熱記録シート束がシート集積部に装
着される。
【０００５】
　そして、従来の感熱記録シートパックは、できるだけ小さなフロアスペースで使用でき
るような構成となるように意図されている（特許文献２参照）。
　ところで、近年、省スペース化の観点から、感熱記録シートパックを従来の横置き（平
置きとも呼ばれる）だけでなく、縦置きでも使用できる画像記録装置が開発されている。
しかしながら、感熱記録シートパックが縦置きで使用される場合、画像記録装置のシート
集積部に感熱記録シート束を立ててセットする必要があり、従来の感熱記録シートパック
では確実にセットするのが難しいという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】実用新案登録第２５４９３６３号公報
【特許文献２】特開平１０－１５７７０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって、本発明の課題は、表裏の判定が容易で、プリンタ等の画像記録装置やシャ
ウカステンへの誤装填の恐れがない医療画像記録用等の感熱記録シートを提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、本発明は、感熱記録面と裏面とを有する感熱記録シートであ
り、四角形状の透明フィルムの前記感熱記録面に、ロイコ染料および呈色剤を含有する感
熱記録層と、水性樹脂を主成分とする保護層とが設けられた感熱記録シートにおいて、前
記シートの四隅に、４つのコーナー部が設けられ、前記コーナー部は、１つの着目コーナ
ー部と、残りの同一形状の、前記着目コーナー部以外のコーナー部とからなり、それぞれ
、５ｍｍ以上の曲率半径の端縁を有し、かつ、前記着目コーナー部の端縁の曲率半径は、
前記着目コーナー部以外のコーナー部の端縁の曲率半径より大きいか、または、前記着目
コーナー部以外のコーナー部の端縁の曲率半径より小さくなっており、前記シートの前記
４つのコーナー部における前記着目コーナー部の位置に応じて、前記感熱記録面と前記裏
面とが区別されることを特徴とする感熱記録シートを構成したものである。
【０００９】
　本発明の構成において、好ましくは、前記着目コーナー部の端縁の最大曲率半径（Ｒma
x）の、前記着目コーナー部以外のコーナー部の端縁の前記曲率半径（Ｒ）に対する比（
Ｒmax／Ｒ）が２以上である。
　また好ましくは、前記着目コーナー部の端縁は、１／４円未満の円弧からなり、前記着
目コーナー部以外のコーナー部の端縁は、１／４円の円弧からなっている。また、前記コ
ーナー部の端縁は、それぞれ、前記感熱記録シートの本体部分の直線状端縁と実質上滑ら
かに接続していることが好ましい。
　また好ましくは、前記着目コーナー部の位置により前記感熱記録シートの表裏の表示を
示す注意表示をさらに有している。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の感熱記録シートは、表裏の判定が容易で、プリンタやシャウカステンへの誤装
填の恐れがない効果を有するものである。
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【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明のシート状感熱記録シートの１実施例の平面図である。
【図２】図１中のコーナー部の拡大図である。
【図３】本発明の感熱記録シートパックの主要構成要素である保護カバーの斜視図である
。
【図４】保護カバーに感熱記録シート束を載せる状態を示す分解斜視図である。
【図５】感熱記録シート束が保護カバーと一体化される途中の状態を示す斜視図である。
【図６】感熱記録シート束が保護カバーと一体化された状態を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明による感熱記録シートは、四角形状の透明フィルムの一面に、ロイコ染料および
呈色剤を含有する感熱記録層と、水性樹脂を主成分とする保護層とが設けられた感熱記録
シートにおいて、その四隅に、少なくとも１つの着目コーナー部を含む４つのコーナー部
を設け、コーナー部は、それぞれ、５ｍｍ以上の曲率半径の端縁を有し、かつ、着目コー
ナー部の端縁が実質的に最大曲率半径または最小曲率半径を有するようにしたものである
。
【００１３】
　着目コーナー部は少なくとも１つ設けられればよく、好ましくは、一対の着目コーナー
部が、感熱記録シートの１つの対角線上に対置される。この場合、一対の着目コーナー部
の端縁には若干の大小差があっても許容される。いずれにしても、着目コーナー部は、感
熱記録シートの裏表を表す目印として、簡単に視認または接触確認され得る。
【００１４】
　結局、４つのコーナー部の端縁の曲率半径が全て同じであれば、感熱記録シートの表裏
が取違えられても全く同じ形状になり、表裏の区別が付かない。四隅中の少なくとも一個
所の着目コーナー部の端縁の曲率半径が他の個所のコーナー部の端縁の曲率半径と異なる
ことにより、裏と表で位相的に異なった形状になり、感熱記録シートの表裏の区別がつく
ようになる。
【００１５】
　コーナー部の端縁の曲率半径が５ｍｍより小さくなると、感熱記録シートの隅角部が実
質的に先鋭な形状になり、プリンタ等の画像記録装置における給紙の時にケース等に引掛
かり給紙がうまくいかなかったり、或いは取扱い時に衣服その他のものに引掛かって、感
熱記録シートを取落して記録面を損なう等の問題を生じるおそれがある。また、隅角部が
他の感熱記録シートの表面に接触して傷を与えるおそれもある。
【００１６】
　着目コーナー部の端縁の曲率半径を小さくすることは、前述のように、隅角部を先鋭な
形状とすることに至るため、曲率半径を大きくする方向が好ましい。しかし、曲率半径を
大きくした場合に、その１／４円でコーナー部を形成すると、印刷可能領域がより減少す
ることになる。従って、印刷可能面積をできるだけ広く確保するために、全てのコーナー
部におけるシートカット量を少なくするという制約条件を加えることがより実際的となる
。この制約条件下では、コーナー部の円弧を１／４円より小さくすることが好ましい。
　現実に使用される１７インチ×１４インチの長方形状の感熱記録シートの場合を挙げる
と、具体的には、感熱記録シートの３つのコーナー部の端縁を、１０ｍｍ程度の曲率半径
の１／４円弧とし、着目コーナー部の端縁は、１／４円未満の円弧とし、コーナー部のカ
ット部分の直線部相当長さは全ての隅において同一とすることが好ましい（これについて
は、後述する）。
【００１７】
　なお、着目コーナー部の端縁の曲率半径の最大値は無限大、すなわち着目コーナー部の
端縁は斜めにカットされた直線状部分として形成されてもよい。このような場合、後述す
るように、感熱記録シートの本体部分の直線状端縁との接続個所が滑らかな曲線になるよ



(5) JP 2010-47023 A 2010.3.4

10

20

30

40

50

うに着目コーナー部を形成することが好ましい。具体的には、滑らかな曲線状のカットラ
インを備えた歯型を用いて打ち抜き加工を行えばよい。
【００１８】
　また、いずれのコーナー部が着目コーナー部として選定されたのかを何らかの形で表示
しておくと、使用者により親切になるので、「左下に曲率の大きなコーナー部が位置する
とき、感熱記録シートは表面が上になります」等の注意記載を、多数枚の感熱記録シート
を重ねた一束毎に、別添の注意書き紙片として挿入しても良い。また必要に応じて、それ
ぞれの感熱記録シートに上記の記載を小さく印刷または感熱印字することも考えられる。
【００１９】
　透明フィルムとしては、無延伸または二軸延伸されたポリエチレンテレフタレートフィ
ルム、ポリスチレンフィルム、ポリプロピレンフィルム、ポリカーボネートフィルムなど
が挙げられる。かかるフィルムの厚さとしては、４０～３００μｍ程度が塗工性に優れ、
好ましい。特に、本発明の効果は、厚さ１００～３００μｍ程度の透明フィルム、とりわ
け厚さ１５０～２５０μｍ程度の透明ポリエチレンテレフタレートフィルムに対して、高
められる。
【００２０】
　透明フィルムは、シャウカステン適性を高めるために、ヘイズ値が１０％以下に青色に
着色されていてもよい。なお、感熱記録シートのヘイズ値としては、１０～５０％程度が
好ましい。なお、透明フィルムは、その表面および裏面をコロナ放電処理、あるいはアン
カーコート層が形成されていてもよい。
【００２１】
　感熱記録層中に含有される電子供与性化合物と電子受容性化合物との組合せによる感熱
記録方式としては、例えばロイコ染料と呈色剤との組合せ、ジアゾニウム塩とカプラーと
の組合せ、有機銀塩と還元剤の組み合わせ、鉄、コバルト、銅など遷移元素とキレート化
合物との組合せ、芳香族イソシアネート化合物とイミノ化合物との組合せなどが挙げられ
るが、ロイコ染料と呈色剤との組合せが発色濃度に優れるため、好ましく用いられる。以
下、ロイコ染料と呈色剤との組合せからなる感熱記録シートについて詳細に述べる。
【００２２】
　ロイコ染料および呈色剤としては、各種公知のものが使用できる。ロイコ染料の具体例
としては、例えば３－〔２，２－ビス（１－エチル－２－メチルインドール－３－イル）
ビニル〕－３－（４－ジエチルアミノフェニル）フタリド、３，３－ビス（ｐ－ジメチル
アミノフェニル）－６－ジメチルアミノフタリド、３－（４－ジエチルアミノ－２－メチ
ルフェニル）－３－（４－ジメチルアミノフェニル）－６－ジメチルアミノフタリド、３
－シクロヘキシルアミノ－６－クロロフルオラン、３－ジエチルアミノ－６－メチル－７
－クロロフルオラン、３－ジエチルアミノ－６，７－ジメチルフルオラン、３－ジエチル
アミノ－７－クロロフルオラン、３－（Ｎ－エチル－Ｎ－イソアミル）アミノ－６－メチ
ル－７－アニリノフルオラン、３－ジ（ｎ－ブチル）アミノ－６－メチル－７－アニリノ
フルオラン、３－ジ（ｎ－ペンチル）アミノ－６－メチル－７－アニリノフルオラン、３
－（Ｎ－エチル－ｐ－トルイジノ）－６－メチル－７－アニリノフルオラン、３－ジ（ｎ
ブチル）アミノ－６－クロロ－７－アニリノフルオラン、３－ピロリジノ－６－メチル－
７－アニリノフルオラン、３－ピペリジノ－６－メチル－７－アニリノフルオラン、３，
３－ビス〔１－（４－メトキシフェニル）－１－（４－ジメチルアミノフェニル）エチレ
ン－２－イル〕－４，５，６，７－テトラクロロフタリド、３－ｐ－（ｐ－ジメチルアミ
ノアニリノ）アニリノ－６－メチル－７－クロロフルオラン、３－ｐ－（ｐ－クロロアニ
リノ）アニリノ－６－メチル－７－クロロフルオラン、３－〔１，１－ビス（１－エチル
－２－メチルインドール－３－イル）〕－３－ｐ－ジエチルアミノフェニルフタリド、３
，３’－ビス（１－ｎ－ブチル－２－メチルインドール－３－イル）フタリド、３，６－
ビス（ジメチルアミノ）フルオレン－９－スピロ－３’－（６’－ジメチルアミノ）フタ
リドなどが挙げられる。
【００２３】
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　もちろん、これらに限定されるものではなく、また２種以上を併用することも可能であ
る。また、ロイコ染料の使用量は、使用する呈色剤により異なるため限定できないが、感
熱記録層全固形量に対して５～３５質量％程度が好ましい。
【００２４】
　呈色剤としては、例えば４，４’－イソプロピリデンジフェノール、４，４’－シクロ
ヘキシリデンジフェノール、１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）－エタン、１，１
－ビス（４－ヒドロキシフェニル）－１－フェニルエタン、４，４’－ジヒドロキシジフ
ェニルスルホン、２，４’－ジヒドロキシジフェニルスルホン、４－ヒドロキシ－４’－
イソプロポキシジフェニルスルホン、３，３’－ジアリル－４，４’－ジヒドロキシジフ
ェニルスルホン、２，２’－ビス〔４－（４－ヒドロキシフェニル）フェノキシ〕ジエチ
ルエーテル、４，４’－ビス〔（４－メチル－３－フェノキシカルボニルアミノフェニル
）ウレイド〕ジフェニルスルホン、Ｎ－ｐ－トルエンスルホニル－Ｎ’－３－（ｐ－トル
エンスルホニルオキシ）フェニルウレア、３，３’－ビス（ｐ－トルエンスルホニルアミ
ノカルボニルアミノ）ジフェニルスルホン、４－ヒドロキシ安息香酸ベンジルエステル、
Ｎ，Ｎ’－ジ－ｍ－クロロフェニルチオ尿素、Ｎ－ｐ－トリルスルホニル－Ｎ’－フェニ
ルウレア、４，４’－ビス（ｐ－トリルスルホニルアミノカルボニルアミノ）ジフェニル
メタン、４－〔２－（ｐ－メトキシフェノキシ）エチルオキシ〕サリチル酸亜鉛、４－｛
３－（ｐ－トリルスルホニル）プロピルオキシ〕サリチル酸亜鉛、５－〔ｐ－（２－ｐ－
メトキシフェノキシエトキシ）クミル〕サリチル酸亜鉛などが挙げられる。
【００２５】
　ロイコ染料と呈色剤との使用比率は、用いるロイコ染料や呈色剤の種類に応じて適宜選
択されるものであり、特に限定するものではないが、一般に、ロイコ染料１質量部に対し
て１～１０質量部、好ましくは、２～６質量部程度の呈色剤が使用される。
【００２６】
　なお、ロイコ染料は樹脂膜に内包されたマイクロカプセル形態または樹脂中に含有され
た複合粒子の形態で使用することにより、ヘイズ値の低い感熱記録シートが得られ、好ま
しい。マイクロカプセルおよび複合粒子の体積平均径としては、０．５～３．０μｍ程度
が好ましい。
【００２７】
　感熱記録層には、記録部の保存安定性を高めるための保存性改良剤、および記録感度を
高めるための増感剤を含有させることもできる。かかる保存性改良剤の具体例としては、
例えば２，２’－エチリデンビス（４，６－ジ－tert－ブチルフェノール）、４，４’－
チオビス（２－メチル－６－tert－ブチルフェノール）、１，３，５－トリス－（４－te
rt－ブチル－３－ヒドロキシ－２，６－ジメチルベンジル）イソシアヌル酸、１，１，３
－トリス（２－メチル－４－ヒドロキシ－５－tert－ブチルフェニル）ブタン、１，１，
３－トリス（２－メチル－４－ヒドロキシ－５－シクロヘキシルフェニル）ブタン、２，
２－ビス（４－ヒドロキシ－３，５－ジメチルフェニル）プロパン等のヒンダードフェノ
ール化合物、１，４－ジグリシジルオキシベンゼン、４，４’－ジグリシジルオキシジフ
ェニルスルホン、４－ベンジルオキシ－４’－（２－メチルグリシジルオキシ）ジフェニ
ルスルホン、テレフタル酸ジグリシジル、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、フェノ
ールノボラック型エポキシ樹脂、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂等のエポキシ化合物、
Ｎ，Ｎ’－ジ－２－ナフチル－ｐ－フェニレンジアミン、ビス（４－エチレンイミノカル
ボニルアミノフェニル）メタン等が挙げられる。
【００２８】
　増感剤の具体例としては、例えばステアリン酸アミド、メチレンビスステアリン酸アミ
ド、テレフタル酸ジベンジル、ｐ－ベンジルオキシ安息香酸ベンジル、２－ナフチルベン
ジルエーテル、ｍ－ターフェニル、ｐ－ベンジルビフェニル、ｐ－トリルビフェニルエー
テル、ジ（ｐ－メトキシフェノキシエチル）エーテル、１，２－ジ（３－メチルフェノキ
シ）エタン、１，２－ジ（４－メチルフェノキシ）エタン、１，２－ジ（４－メトキシフ
ェノキシ）エタン、１，２－ジ（４－クロロフェノキシ）エタン、１，２－ジフェノキシ
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エタン、１－（４－メトキシフェノキシ）－２－（３－メチルフェノキシ）エタン、ｐ－
メチルチオフェニルベンジルエーテル、１，４－ジ（フェニルチオ）ブタン、ｐ－アセト
トルイジド、ｐ－アセトフェネチジド、Ｎ－アセトアセチル－ｐ－トルイジン、ジ（β－
ビフェニルエトキシ）ベンゼン、シュウ酸ジ－ｐ－クロロベンジルエステル、シュウ酸ジ
－ｐ－メチルベンジルエステル、シュウ酸ジベンジルエステル等が挙げられる。
【００２９】
　これらの保存性改良剤および増感剤の使用量は特に限定されないが、一般に呈色剤１０
０質量部に対して１～４００質量部程度である。
【００３０】
　感熱記録層は、水を分散媒体とし、例えばロイコ染料、呈色剤、必要により増感剤、保
存性改良剤などを共に、或いは別々にボールミル、アトライター、サンドミルなどの攪拌
・粉砕機により平均粒子径が３μｍ以下、好ましくは２μｍ以下となるように微粉砕した
後、少なくとも接着剤を添加して調製された感熱記録層用塗液を透明フィルムの表面に乾
燥後の塗布量が３～３０ｇ／ｍ２程度となるように塗布乾燥して形成される。
【００３１】
　感熱記録層用塗液中の接着剤としては、例えばデンプン類、ヒドロキシエチルセルロー
ス、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、カゼイン、ポリビニルアルコール
、カルボキシ変性ポリビニルアルコール、ジアセトンアクリルアミド変性ポリビニルアル
コール、アセトアセチル変性ポリビニルアルコール、ケイ素変性ポリビニルアルコール、
ジイソブチレン・無水マレイン酸共重合体塩、スチレン・無水マレイン酸共重合体の一価
の塩、エチレン・アクリル酸共重合体の一価の塩、スチレン・アクリル酸共重合体の一価
の塩等の水溶性接着剤類、および酢酸ビニル系ラテックス、スチレン－ブタジエン系ラテ
ックス、アクリル系ラテックス、ウレタン系ラテックス等の水分散性接着剤類が挙げられ
る。
【００３２】
　接着剤の使用量としては、感熱記録層の全固形分に対して８～４０質量％程度である。
さらに、感熱記録層は、各種添加剤を含有し得る。かかる添加剤としては、例えば一次粒
子の平均粒子径が０．０１～２．０μｍ程度の無定形シリカ、炭酸カルシウム、酸化亜鉛
、酸化アルミニウム、二酸化チタン、水酸化アルミニウム、硫酸バリウム、タルク、カオ
リン、クレー、焼成カオリン、尿素・ホルマリン樹脂フィラー等の顔料類、ジオクチルス
ルホコハク酸ナトリウム、ドデシルベンゼンスルホコハク酸ナトリウム、ラウリルアルコ
ール硫酸エステルナトリウム等の界面活性剤類、ステアリン酸亜鉛、ステアリン酸カルシ
ウム、オレイン酸カルシウム等の滑剤類、ポリエチレワックス、カルナウバワックス、パ
ラフィン等のワックス類、消泡剤、増粘剤、ｐＨ調整剤、紫外線吸収剤、光安定化剤、架
橋剤、蛍光染料、着色染料等が挙げられる。もちろん、これらのものに限定されるもので
はなく、また上述の添加剤の２種類以上を併用することもできる。
【００３３】
　感熱記録層上には、記録走行性、耐摩擦カブリ性、耐薬品性を高めるために、成膜性を
有する水性樹脂を主成分とする保護層を設けることにより、さらに感熱記録シートの透明
性が高められる効果が得られる。
【００３４】
　かかる保護層中の水性樹脂としては、例えば感熱記録層中の接着剤が使用される。さら
に、保護層中には感熱記録層中に含有される顔料類、架橋剤類、ワックス類、滑剤類等を
使用することもできる。
【００３５】
　保護層は、一般には水を媒体とし、水性樹脂溶液、必要により顔料類、架橋剤類、ワッ
クス類、滑剤類等と共に混合攪拌して調製された保護層用塗液を乾燥後の塗工量が０．５
～１０ｇ／ｍ２程度となるように感熱記録層上に塗布乾燥して形成される。
【００３６】
　透明フィルムに上記の各層用の塗液を塗布する方法としては、スロットダイ法、スライ
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ドビード法、カーテン法、エアナイフ法、ブレード法、グラビア法、ロールコーター法、
スプレー法、ディップ法、バー法、およびエクストルージョン法等の既知の塗布方法の何
れを採用してもよい。
【００３７】
　各層を形成した後、スーパーカレンダーやソフトカレンダー等の既知の平滑化方法を用
いて平滑化処理することは、その発色感度を高めることに効果がある。感熱記録面を、カ
レンダーの金属ロールおよび弾性ロールの何れに当てて処理してもよい。
【００３８】
（実施例１）
　本発明を下記実施例によりさらに詳しく説明するが、本発明はこれらにより限定される
ものではない。なお、特に断らない限り、「部」および「％」はそれぞれ「質量部」およ
び「質量％」を示す。
【００３９】
・ロイコ染料含有の複合粒子分散液（Ａ液）の調製
　ロイコ染料として３－ジ（ｎ－ブチル）アミノ－６－メチル－７－アニリノフルオラン
１２部、３－ジエチルアミノ－６，８－ジメチルフルオラン５部および３，３’－ビス（
４－ジエチルアミノ－２－エトキシフェニル）－４－アザフタリド３部と、紫外線吸収剤
として２－ヒドロキシ－４－オクチルオキシベンゾフェノン５部とを、ジシクロへキシル
メタン－４，４’－ジイソシアネート（住友バイエルウレタン社製、デスモジュールＷ）
１１部、ｍ－テトラメチルキシリレンジイソシアネート（三井武田ケミカル社製、ＴＭＸ
ＤＩ）１１部からなる混合溶媒に加熱溶解（１５０℃）し、この溶液をポリビニルアルコ
ール（クラレ社製、ポバールＰＶＡ－２１７ＥＥ）８．８部と界面活性剤としてアセチレ
ングリコールのエチレンオキサイド付加物（日信化学社製、オルフィンＥ１０１０）０．
５部を含む水溶液１００部中に徐々に添加し、ホモジナイザーを用い、回転数１００００
ｒｐｍの攪拌によって乳化分散した。この乳化分散液に、水３０部、多価アミン化合物（
シェル・インターナショナル・ペトロリウム社製、エピキュアＴ）２．５部を水２２．５
部に溶解した水溶液を加えて均一化した。この乳化分散液を７５℃に昇温し、７時間の重
合反応を行ない、平均粒子径０．８μｍ（レーザー光回折法による）の、黒発色性の複合
粒子分散液を調製した。また、黒発色性の複合粒子分散液の固形分濃度が２０％となるよ
うに水で調整した。
【００４０】
・Ｂ液調製
　４，４’－ジヒドロキシジフェニルスルホン２５部、３，３’－ジアリル－４，４’－
ジヒドロキシジフェニルスルホン１５部、ポリビニルアルコール（クラレ社製、クラレポ
バールＰＶＡ－２０３）の２５％水溶液４０部、天然油脂系消泡剤の２％エマルジョン５
部、ジオクチルスルホコハク酸ナトリウム塩の５％水溶液１０部、および水５０部からな
る組成物を横型サンドミル（アイメックス社製、ウルトラビスコミル ＵＶＸ－２）を用
いて、平均粒子径が０．３μｍとなるまで粉砕してＢ液を得た。
【００４１】
・感熱記録層用塗液の調製
　Ａ液１５０部、Ｂ液１１５部、ポリビニルアルコール〔クラレ社製、クラレポバール（
登録商標）ＰＶＡ－２３５〕の７％水溶液２０部、スチレン－ブタジエン系ラテックス〔
日本エイアンドエル社製、固形分４８％、スマーテックス（登録商標）ＰＡ９２８１〕３
０部、アイオノマー型ウレタン系樹脂ラテックス（大日本インキ化学工業社製、ハイドラ
ン（登録商標）ＡＰ－３０Ｆ、固形濃度２０％）５０部、アジピン酸ジヒドラジドの５％
水溶液８部、および水３０部からなる組成物を攪拌して感熱記録層用塗液を得た。
【００４２】
・保護層用塗液の調製
　アイオノマー型ウレタン系樹脂ラテックス（大日本インキ化学工業社製、ハイドラン（
登録商標）ＡＰ－３０Ｆ、固形濃度２０％）１００部、アセトアセチル変性ポリビニルア
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ルコール（日本合成化学工業社製、ゴーセファイマー（登録商標）ＯＫＳ－３４３１、重
合度；約２３００、ケン化度；約９８モル％）の８％水溶液５００部、ポリアミドアミン
・エピクロルヒドリンの２５％水溶液５部、平均粒子径０．８μｍのカオリン（エンゲル
ハード社製、ＵＷ－９０）の６０％スラリー５０部、ステアリン酸アミド（中京油脂社製
、ハイミクロンＬ２７１、固形濃度２５％）２６部、ステアリルリン酸エステルカリウム
塩（松本油脂製薬社製、ウーポール１８００、固形濃度３５％）４部、パーフルオロアル
キルエチレンオキシド付加物（セイミケミカル社製、サーフロン（登録商標）Ｓ－１４５
）の１０％水溶液１５部および水３００部からなる組成物を混合攪拌して保護層用塗液を
得た。
【００４３】
・感熱記録シートの作製
　厚さ１７５μｍの青色透明ポリエチレンテレフタレートフィルム(商品名：メリネック
ス（登録商標）９１４、帝人デュポンフィルム社製)の一方の面に感熱記録層用塗液と保
護層用塗液を、乾燥後の塗布量がそれぞれ２５ｇ／ｍ２、３ｇ／ｍ２となるように順次塗
布乾燥して感熱記録層および保護層とを設け、感熱記録シートを得た。
【００４４】
・コーナーカット処理
　１７インチ×１４インチの長方形にカットされた前述の感熱記録シートを準備し、シー
トの四隅のうちの三隅を、曲率半径１０ｍｍの１／４円になるようにカットした。シート
の残りの一隅を、着目コーナー部とし、他の三隅と同じ箇所から曲線を描くように曲率半
径３０ｍｍでカットした。すなわち、最大曲率半径（曲率半径３０ｍｍ）を有する着目コ
ーナー部は、その端縁が１／４円未満の円弧となり、着目コーナー部を除く他の３つのコ
ーナー部は、その端縁が１／４円の円弧となる。この状態を、図１に示した。図１中、着
目コーナー部１ａが、他のコーナー部１ｂ、１ｃ、１ｄに較べてより直線的であることが
分かる。図２は、図１に示されたコーナー部１ａの拡大図である。図２中、ｍで示される
長さが、コーナー部におけるカット部分の直線部相当長さであり、四隅のすべてにおいて
この長さが同一であると、視覚的に対称性が保たれるので好ましい。この長さを同一にす
るために、前述のように、着目コーナー部の形成に際し、「他の三隅と同じ箇所から曲線
を描くように」カットしている。
　なお、以上の条件を満足した上で、この着目コーナー部の端縁の曲率半径を、最大曲率
半径（Ｒmax）とし、他の３つのコーナー部の端縁が、同一の曲率半径（Ｒ）をもつ１／
４円の円弧とすると、
　Ｒmax／Ｒ＝２1/2／（２×ｓｉｎ（θ／２））　・・・（１）
が得られる、ここで、θは、着目コーナー部の端縁の円弧の中心角である。
　（１）式において、Ｒmax／Ｒが２のときθは約５２度となり、着目コーナー部の端縁
は、１／４円の円弧（円弧の中心角は９０度）よりかなり円周角の小さな１／７円の円弧
程度になることがわかる。
　このようなコーナー部は、歯型を使用することによって、一度に１００枚程度の多量の
シートを同時に加工して形成することができるので、コーナー部の作製が非常に効率的に
なされ得る。
【００４５】
（比較例１）
　実施例１のコーナー部形成加工において、四隅のコーナー部の端縁が、すべて、曲率半
径１０ｍｍの１／４円の円弧となるようにした。
【００４６】
［感熱記録シートの評価］
　得られた各々の感熱記録シートについて、以下の評価を行った。
（表裏の判定）
　本発明による着目コーナー部を備えた感熱記録シートの表裏を揃える時は、曲率半径３
０ｍｍのコーナーを合わせることで自動的に表裏が揃う。また、感熱記録シートの表裏が
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違っていれば、曲率半径１０ｍｍのコーナー部が飛び出しているので、どれが表裏逆にな
っているのかがすぐに判明する。一方、比較例１のように四隅が同じ形状であれば表裏が
間違って混ざっていてもすぐには判らず、１枚、１枚確認しなければならない。
【００４７】
［更なる改良］
　上述の実施例１においては、着目コーナー部１ａの端縁と、感熱記録シートの本体部分
の直線状端縁との接続部ｇ、ｈは、所謂鈍角ではあるが角張っている。従って、引っ掛か
り、傷等が発生する危険性をより低くするため、接続部ｇ、ｈがこのように角張らず、滑
らかな曲線状になるようにコーナー部を形成することがより好ましい。具体的には、その
ような滑らかなカットラインを有する歯型を打ち抜き加工に使用すればよい。
【００４８】
［着目コーナー部の他の認識方法］
　また、このような着目コーナー部として形状の異なるコーナー部を設けるという着想の
中では、コーナー部自体を雲形、凹形状等の特徴を有する形状にすることも考えられるが
、加工の面倒さ、カット部の仕上げによっては、他のシート等の表面に傷を与える等の問
題が生じうるため、以上のような曲率半径のコーナーカットを採用することがより好まし
い。
【００４９】
　また、他にも、着目コーナー部に、インクジェット印刷等によって色彩を付与すること
なども考えられる。しかし、一度に多量にカットできるコーナー部に較べて、一枚一枚に
加工する必要があるので、不利であると考えられる。大量の処理を考えた場合、重ねたシ
ートの隅角部の縁のみに一度に彩色加工することも考えられるが、視認性等で不利である
。また、縁は、特に摩擦等による剥げ落ち等のおそれも考えられるので、不利であると予
想される。
【００５０】
　次に、本発明の感熱記録シートパックについて、添付図面を参照しながら説明する。感
熱記録シートパックは、上述された感熱記録シートの積層体からなる感熱記録シート束と
、感熱記録シート束の下面の全体を実質的に覆うシート状の保護カバーを備えている。
　感熱記録シート束は、例えば、上述された２５０枚程度の感熱記録シートの積層体から
なっている。画像記録装置においては、一般に、この感熱記録シート束の長手方向側がシ
ート送り方向に設定される。
【００５１】
　図３は、感熱記録シートパックの主要構成要素である保護カバーの斜視図である。図３
に示されるように、保護カバー２は、感熱記録シート束を構成する各感熱記録シートと略
同一の形状を有し、感熱記録シート束の下面に当接する保護カバー本体部２ｄと、保護カ
バー本体部２ｄの一側縁に立設され、感熱記録シート束のシート送り方向の端面に当接す
る送り方向端面当接部２ａと、保護カバー本体部２ｄにおける前記一側縁に直交する一対
の側縁に立設され、感熱記録シート束のシート送り方向の端面に直交する両側部端面に当
接する、一対の側部端面当接部２ｂ、２ｃとを有している。
【００５２】
　保護カバー２は、例えば、シート部材を所定の形状に切断した後、保護カバー本体部２
ｄを形成する領域を中心として、送り方向端面当接部２ａ、側部端面当接部２ｂ、２ｃを
形成する縁部分をそれぞれ垂直に折り曲げることによって形成され得る。保護カバー２の
形成材料としては、ポリプロピレン、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）等のプラス
チック樹脂、および紙、合成紙等、一定の強度等を確保できるものを使用することができ
る。酸化チタンなどを練りこんで白色にしたり、着色したプラスチック材料も適宜用いら
れる。後述の寸法程度であれば、厚みは１ｍｍ程度あれば十分である。
【００５３】
　このように得られた保護カバー２に感熱記録シート束が載せられ、これらが一体化され
ることによって本発明の感熱記録シートパックが得られる。
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　図４は、保護カバーに感熱記録シート束が載せられる状態を示した分解斜視図である。
図４を参照して、保護カバー本体部２ｄは、感熱記録シート束６の下面と略同一の形状、
すなわち感熱記録シート束の各感熱記録シートと略同一の形状を有している。送り方向端
面当接部２ａ、側部端面当接部２ｂ、２ｃの高さは感熱記録シート束６の厚みより若干低
くなるように設定されることが好ましい。通常は、感熱記録シート束６の厚みは数十ｍｍ
程度までであるので、その厚さより数ｍｍ位小さく設定される。また、感熱記録シート束
６の感熱記録面側が保護カバー本体部２ｄに接するように載せるほうが、感熱記録面の保
護の上でより好ましい。
　感熱記録シート束６が保護カバー本体部２ｄに載せられた状態で、ちょうど保護カバー
２の各当接部２ａ、２ｂ、２ｃは感熱記録シート束６に当接する。つまり、感熱記録シー
トパックの画像記録装置への装着時に、感熱記録シートは、順次、送り方向端面当接部２
ａと反対方向に送り出される。
【００５４】
　図５は、感熱記録シート束６が保護カバー２と一体化される途中の状態を示し、図６は
、一体化された状態を示したものである。図５および図６を参照して、感熱記録シート束
６が保護カバー本体部２ｄに載せられた状態で、保護カバー２の一対の側部端面当接部２
ｂ、２ｃの間に渡されるとともに、両端部がそれぞれ、一対の側部端面当接部２ｂ、２ｃ
の外側面に接合されることにより、感熱記録シート束６の上面の一部に圧接して感熱記録
シート束６を保持する側部端面方向保持用帯状薄膜３が備えられる。
【００５５】
　この薄膜３は、側部端面当接部２ｂ、２ｃの間に渡されて、感熱記録シート束６の上面
の一部を覆う。ここで、側部端面当接部２ｂ、２ｃの高さが感熱記録シート束６の厚みよ
り若干低くなるように設定された場合には、薄膜３を適当な張力で張ることによって、感
熱記録シート束６のシート面を保護カバー本体部２ｄに押圧するとともに、一対の側部端
面当接部２ｂ、２ｃを感熱記録シート束６に押圧することができるので、特に、感熱記録
シート束６をシート送り方向に対して直角方向の向き、すなわち、一対の側部端面当接部
２ｂ、２ｃが並ぶ向きに崩さないように保持することができる。側部端面方向保持用帯状
薄膜３は、両端部をそれぞれ、接着剤や両面粘着テープ等により側部端面当接部２ｂ、２
ｃの外側面に貼付けて固定される。
【００５６】
　また、感熱記録シート束６が保護カバー本体部２ｄに載せられた状態で、保護カバー２
および感熱記録シート束６の外側をシート送り方向に沿って取り巻くように配置されると
ともに、保護カバー６の送り方向端面当接部２ａの外側面に少なくとも接することにより
、送り方向端面当接部２ａと反対側に位置する感熱記録シート束６のシート送り方向端面
、および送り方向端面当接部２ａと反対側の端部２ｅ、並びに感熱記録シート束６の上面
の少なくとも一部に圧接して、感熱記録シート束を保持するシート送り方向保持用環状薄
膜４が備えられる。この薄膜４は、図５に示されるように、その一端に、接着剤が塗布さ
れ（図中の部分４ａ参照）、その部分４ａに他端が重ねて合わされて接着されることによ
り環状に形成される。
【００５７】
　ここで、送り方向端面当接部２ａの高さも、感熱記録シート束６の厚みより若干低くな
るように設定された場合には、この薄膜４を適当な張力で張ることによって、感熱記録シ
ート束６のシート面を保護カバー本体部２ｄに押圧するとともに、送り方向端面当接部２
ａを感熱記録シート束６に押圧することができるので、特に、感熱記録シート束６をシー
トの送り方向の向きに崩さないように保持することができる。
　特に、図５、６から分かるように、送り方向端面当接部２ａの中央部Ｍが低くなるよう
な構成の場合には、前述のような感熱記録シート束６を押しつける圧力が適当に発生する
とともに、中央部Ｍ以外の他の部分が、感熱記録シート束６の厚み以上の高さに設定され
ることで、送り方向端面当接部２ａが、より確実に感熱記録シート束６に当接し、それに
よってシート送り方向の感熱記録シート束６のずれ等を抑制することができる。
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【００５８】
　このように、側部端面方向保持用帯状薄膜３およびシート送り方向保持用環状薄膜４に
より、感熱記録シート束６および保護カバー２が一体化されて感熱記録シートパック７が
形成される。なお、感熱記録シートパック７は、さらに、輸送、取扱等の際に全体を保護
するために、１パック毎に、ほぼ密封状態で袋に詰められることがより好ましい。
【００５９】
　以上のように形成された感熱記録シートパック７を記録装置に装着する際には、装着完
了後、各感熱記録シートが送り出されるように、シート送り方向保持用環状薄膜４のみを
取り外すようにすると、装着時に感熱記録シートがずれたりするおそれが少なくなり、簡
単に装着できるので好ましい。この際、この薄膜４の除去がより簡単、確実に行えるよう
に、この薄膜４は環状に形成されていることが好ましい。また、このシート送り方向保持
用環状薄膜４のみを外す上で、端面方向保持用帯状薄膜３の上側にシート送り方向保持用
環状薄膜４を配置することが好ましい。
【００６０】
　この側部端面方向保持用帯状薄膜３およびシート送り方向保持用環状薄膜４は、薄い合
成樹脂フィルムや紙等の薄い基材から形成され得る。塵、埃が混入しないほうが良いため
、紙よりも樹脂フィルムから形成されるほうがより好ましい。これは先に説明した保護シ
ートの材料についても同様である。厚さ１００μｍ以下のポリプロピレンフィルム等が好
適に使用され得る。
　側部端面方向保持用帯状薄膜３、シート送り方向保持用環状薄膜４および保護カバー２
が本発明の感熱記録シートパックの包材となる。
【００６１】
　また、側部端面方向保持用帯状薄膜３の両端が、それぞれ、保護カバー２の側部端面当
接部２ｂ、２ｃに接着され、側部端面方向保持用帯状薄膜３の上側にシート送り方向保持
用環状薄膜４が配置され、シート送り方向保持用環状薄膜４の一部に、上述のような易切
断部５が設けられる構造にすれば、感熱記録シートパックが画像記録装置に装着される際
に、シート送り方向保持用環状薄膜４のみを容易に取り除くことができるのでより好まし
い。易切断部５としては、単に破線状にフィルムに切れ目を入れた構造、菓子の包装など
に使用される細い紐状フィルムを使用した構造、単に、フィルムを重ねあわせて、裏面粘
着シール部材などで接着する構造等、様々な構造が適用可能である。
【００６２】
　送り方向端面当接部２ａや側部端面当接部２ｂ、２ｃの形状については、本当接部の作
用を生じさせるものであれば、どのような形状であってもよい。これらの当接部は、感熱
記録シート束６の側部に当接して支持する作用を生じさせるわけであるから、できるだけ
広い面積を有していることが好ましい。したがって、図３に示されるように、送り方向端
面当接部２ａの中央付近に、数ｍｍ程度の深さの凹部であって、幅はその部分を覆うシー
ト送り方向保持用環状薄膜４の幅より若干広い程度の凹部Ｍを形成することにより、当接
面積はできるだけ大きくし、かつ送り方向端面当接部２ａの少なくともシート送り方向保
持用環状薄膜４に覆われる部分の高さが感熱記録シート束６の厚みより低くなるようにす
ることができる。このような凹部を同様に側部端面当接部２ｂ、２ｃに設けても良い。
【００６３】
　また図面から分かるように、側部端面当接部２ｂ、２ｃは、感熱記録シート束６の側面
の全面を覆っていない、これは画像記録装置に装着後、シート送り機構が感熱記録シート
を１枚ずつ送り出す際に、この部分に側部端面当接部２ｂ、２ｃが存在しない方が、装置
の機構上、好都合だからである。
　このような各当接部の位置や構成は適宜実際の記録装置等との兼ね合いで、複数になっ
たり場所を変更することができる。
【００６４】
　従来より、感熱記録シートパックは、例えば、アルミシート、ポリプロピレンでラミネ
ートされたアルミシートから構成される防湿性フィルムが使用された袋に詰められて、全
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ら取り出されるのが普通である。このため、運搬中に受ける振動や衝撃により、感熱記録
シートは、保護カバー上で微少な移動を繰り返し、感熱記録面にスリキズやコスレキズが
つき、記録画質面について問題となっていた。本発明による感熱記録シートパックは、保
護カバー本体部の縁の３箇所に当接部を設け、さらに、側部端面方向保持用帯状薄膜と、
シート送り方向保持用環状薄膜とを用いたことにより、キズの発生を防止するものである
。
【００６５】
　本発明の感熱記録シートパックは、特に、医療画像記録用の感熱記録シートの積層体を
収納するのに適している。すなわち、医療分野で用いられる画像には、特に微細な描写が
要求されており、鮮鋭性や粒状性に優れた高画質な画像を生成することが必要とされてい
る。また、診断のし易さの観点から、冷黒調の画像が好まれる傾向がある。医療画像記録
用フィルムにスリキズやコスレキズがあると、誤診を招くおそれがあるが、本発明の感熱
記録シートパックにして使用すれば、スリキズやコスレキズの発生を確実に防止すること
ができるため、誤診を未然に防ぐことができる。
【産業上の利用可能性】
【００６６】
　本発明は、四角形状の透明フィルムの一方の面に、ロイコ染料および呈色剤を有する感
熱記録層と、水性樹脂を主成分とする保護層とを設けた感熱記録シートを使用する医療画
像記録用記録媒体のほかに、工業用、あるいはその他の用途に使用される透明な感熱記録
シートに適用され得る。
　また、本発明による感熱記録シートパックは、感熱記録シート以外に、その記録面を繊
細に保護すべき記録体があれば、そのような記録体のシート束を収容するパックにも適用
可能である。
【符号の説明】
【００６７】
１ａ　着目コーナー部
１ｂ、１ｃ、１ｄ　コーナー部
２　保護カバー
３　側部端面方向保持用帯状薄膜
４　シート送り方向保持用環状薄膜
５　易切断部
６　感熱記録シート束
７　感熱記録シートパック
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